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サマリー 

⚫ サプライチェーンにおける強制労働や児童労働などの人権問題が取り沙汰され、国際的に企業

のサプライチェーンにおける人権に対する配慮が求められています。2011年に国連人権理事

会で「ビジネスと人権に関する指導原則」が採択され、企業には人権尊重において人権方針策

定・人権デューディリジェンスの実施・救済メカニズムの構築の推進を要求している。2018

年には、企業に求められるデューディリジェンスのガイドラインとなる「OECD デュー・ディ

リジェンス・ガイダンス」が公表され、企業がデューディリジェンスを実務に落とし込む上で

必要なプロセスを提示している 

⚫ サプライチェーンにおける人権デューディリジェンスの実施や救済メカニズムの構築につい

て、海外各国、特に欧州では厳格な規制が設けられており、企業に徹底した人権尊重に基づい

た企業行動を促している。特に欧州では、広範にわたるサプライヤーについて人権対応を求め

ている。ほとんどの国の規制において、現地で事業を行っている外国籍企業も規制対象に含ま

れており、グローバルに活躍する日本企業が規制の対象になる可能性もある 

⚫ NGO、NPO 団体である KnowTheChain や WBA の CHRB は企業の人権対応の取組みを調査

し、情報提供を行っている。日本企業全体では、サプライチェーンにおける人権パフォーマン

スの評価は改善傾向にあると考えられる。人権方針の策定やコミットメント、ガバナンスの観

点では、他の項目と比べて高い評価を得ており、定期的なモニタリングの実施などを通してガ

バナンス強化に努めていると評価されている。一方で、サプライチェーン全体を通してのトレ

ーサビリティや、ステークホルダーエンゲージメントに関しての開示情報の量が少ない点がパ

フォーマンス改善に向けた今後の課題であると考えられる 

⚫ ベストプラクティスとしてアイルランドの Primark を挙げる。同企業は、英国の現代奴隷法の

対象であることもあり、人権保護に関する取組みを、様々なプロジェクトを立ち上げて包括的

に実施している。特に、①国別のリスク評価、②内部データからの分析、③労働者への相談と

エンゲージメント、④構造健全性という 4 つの観点から、徹底したデューディリジェンスの実

施を行っている点が特徴的である 

 

人権の視点からサプライチェーンをどのようにマネジメントするか 

ビジネスと人権における海外各国の法規制の流れと人権ベンチマークが提示する企業の現状 
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